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平成２２年第１回（３月）筑紫野市議会定例会 

提出議案について 

 

 平成２２年第１回筑紫野市議会定例会（会期２月２６日～３月２４日）に次の議案を提案

し、市民自治基本条例（継続審査）を除く議案について可決いただきましたので、その内容

をお知らせします。 

 なお、子ども条例は、修正可決されました。 

 

同意第１号 監査委員の選任 

識見を有する監査委員に 段 上
だんじょう

信
のぶ

章
あき

氏を選任するため、議会の同意を求めるものです。 

同意第２号 二日市財産区管理委員の選任 

 二日市財産区管理委員に萩尾
はぎお

健児
けんじ

氏、林 田
はやしだ

正 義
まさよし

氏、森田
もりた

陽子
ようこ

氏、井 上
いのうえ

章
あきら

氏、廣瀨
ひろせ

征 一
せいいち

氏、齊
さい

木
き

嗣
つぐ

憲
のり

氏及び畑 添
はたぞえ

和 敏
かずとし

氏を選任するため、議会の同意を求めるものです。 

報告第１号 専決処分の承認 

報告第２号 専決処分の承認 

報告第３号 専決処分の承認 

以上３件は、車両の破損事故の賠償について地方自治法第１７９条第１項の規定により専

決処分を行なったので同条第３項の規定に基づき議会の承認を求めるものです。 

議案第１号 福岡県自治振興組合を組織する地方公共団体の数の増減 

本件は、前原市、糸島郡志摩町、二丈町の合併及び八女市、八女郡黒木町、立花町、矢部

村、星野村の合併に伴う当該組合を組織する地方公共団体の数の増減について、関係地方公

共団体と協議するため、地方自治法第２９０条の規定に基づき議会の議決を求めるもので

す。 

議案第２号 
福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更 

本件は、小郡市・筑前町衛生施設組合が解散されることに伴う当該組合を組織する地方公
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共団体の数の減少及び組合規約の変更について、関係地方公共団体と協議するため、地方自

治法第２９０条の規定に基づき議会の議決を求めるものです。 

議案第３号 
福岡県市町村災害共済基金組合を組織する地方公共団体の数の増減に

関する協議 

 本件は、議案第１号同様、前原市、糸島郡志摩町、二丈町の合併及び八女市、八女郡黒木

町、立花町、矢部村、星野村の合併に伴う当該組合を組織する地方公共団体の数の増減につ

いて、関係地方公共団体と協議するため、地方自治法第２９０条の規定に基づき議会の議決

を求めるものです。 

議案第４号 
福岡地区水道企業団を組織する地方公共団体の数の増減及び福岡地区

水道企業団規約の変更 

本件は、宗像市及び福津市の水道事業が宗像地区事務組合において共同処理されることに伴

う当該企業団を組織する地方公共団体の数の増減及び企業団規約の変更について、関係地方

公共団体と協議するため、地方自治法第２９０条の規定に基づき議会の議決を求めるもので

す。 

議案第５号 市民自治基本条例の制定 

本件は、筑紫野市における自治の基本理念及び基本原則並びに基本的な仕組みを明らかに

し、市民の権利及び責務、議会及び執行機関の役割及び責務、行政運営、市民の参加等につ

いて定めるため、条例を制定するものです。 

議案第６号 政治倫理条例の一部改正 

本件は、山神水道企業団発注工事における競売入札妨害（偽計）に係る不祥事に関連し、

政治倫理及び入札制度に関する改善や見直しを行うための一つとして条例を改正するもの

です。 

議案第７号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

本件は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児短時間勤務制度の

導入等を行うため、条例を改正するものです。 

議案第８号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 
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本件は、平成２１年度の人事院勧告に準じ、職員の時間外勤務手当の代わりに代替休の指

定ができることとするため及び育児短時間勤務職員等の勤務時間、週休日等を定めるため、

条例を改正するものです。 

議案第９号 職員の給与に関する条例の一部改正 

本件は、平成２１年度の人事院勧告に準じ、職員の超過勤務手当の支給割合を引き上げる

こととするため及び育児短時間勤務をしている職員等の給料月額等を定めるため、条例を改

正するものです。 

議案第１０号 
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

改正 

本件は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、地方公務員である船員のうち

再任用短時間勤務職員については、地方公務員災害補償法の規定に基づく補償を行うことと

なったため、条例を改正するものです。 

議案第１１号 特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正 

本件は、本市の財政状況が極めて厳しいことを考慮して、市長及び副市長の給料月額を 

１０％削減するため、条例を改正するものです。 

議案第１２号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正 

本件は、議案第１１号同様、教育長の給料月額を１０％削減するため、条例を改正するも

のです。 

議案第１３号  かんがい用揚水ポンプ施設管理基金条例の一部改正 

 本件は、福岡県河川改修事業の付帯工事として行われる井堰等のうち、他の団体から維持

管理費の交付を受けるかんがい用施設の維持管理を円滑に行うため、条例を改正するもので

す。 

議案第１４号 子ども条例の制定 

本件は、児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもが自らの意志で成長・発達する

「子育ち」の大切さを明確にし、子どもの権利を保障し、子どもがいきいきと過ごすことが

できる「まち」の実現を目指すため、条例を制定するものです。 
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議案第１５号  安全安心まちづくり推進条例の制定 

本件は、市民が安全で安心して暮らすことができるまちの実現に向け、市、市民及び事業

者の役割を明らかにするとともに市の施策の基本となる事項を定めるため、条例を制定する

ものです。 

議案第１６号  暴力団排除条例の制定 

 本件は、福岡県下に指定暴力団が５団体存在し、暴力団等によると見られる銃器発砲事件

が５年連続で全国最多となった現状を踏まえ福岡県が「福岡県暴力団排除条例」を制定した

ことに合わせ、当市においても暴力団排除にかかる施策を推進するため、条例を制定するも

のです。 

議案第１７号  道路及び普通河川占用料徴収条例の一部改正 

 本件は、国において、近年の全国的な地価の下落を反映し、平成２０年度から道路占用料

が改正され、県においても平成２１年度から改正されましたことに伴い、国、県の動向に合

わせて、条例を改正するものです。 

議案第１８号 公園条例の一部改正 

本件は、筑紫野市道路及び普通河川占用料徴収条例の一部改正に伴い、占用物件の占用料

の整合を図るため、条例を改正するものです。 

議案第１９号 文化振興条例の制定 

本件は、心豊かで質の高い生活を送り創造性に富んだ地域社会を目指すにあたって、文化

の果たす役割がかつてなく重要なものとなっていることから本市の文化振興を図るため、条

例を制定するものです。 

議案第２０号 指定管理者の指定 

本件は、筑紫野市立障害者通所施設「さるびあ学園」の指定管理者として社会福祉法人筑

紫野市社会福祉協議会を指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

より、議会の議決を求めるものです。 

議案第２１号 市道路線の変更 

本件は、市道路線の改良工事に伴い、認定路線の起点・終点の変更、さらに市道の一部廃
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止を行うため、道路法第８条第２項及び同法第１０条第２項の規定に基づき、議会の議決を

求めるものです。 

議案第２２号  平成２１年度一般会計補正予算第７号 

 歳入歳出それぞれ４億３,５１０万８千円を減額し、予算の総額を２９３億６,５３８万円

とするものです。 

《歳出予算》 

・平成２０年度生活保護費の国庫支出金返還金 ７,００２万２千円 

・国民健康保険事業特別会計への繰出金 １億４,０６７万１千円 

・私立保育所運営委託料 ５,６００万円 

・公立保育所の改修に伴う工事請負費 ８,０５７万５千円 

・小地区公民館設置補助金 ３,４７１万８千円 

・子育て応援特別手当事業費 △１億１,３５５万１千円 

・新型インフルエンザ接種補助金 △５,５００万円 

・筑紫野・小郡・基山清掃施設組合（経常分） △１億６,２４９万円 

・文化財調査費 △８,６８０万２千円 

・公共土木施設災害復旧費 △１億４,９３０万円 

《歳入予算》 

・民生費国庫負担金 ２,５７０万１千円 

・都市計画費国庫補助金 ７,８７６万円 

・総務費国庫補助金 １億１,２３５万円 

・災害復旧費国庫負担金 △８,４２１万８千円 

・民生費国庫補助金 △１億３,２２５万円 

・文化財発掘受託事業収入 △８,３７６万１千円 

・市債 △９,８５０万円 

議案第２３号 平成２１年度国民健康保険事業特別会計補正予算第５号 

 歳入歳出それぞれ６,２３６万３千円を減額し、予算の総額を８２億３９７万５千円とす
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るものです。 

《歳出予算》 

・ 一般被保険者療養給付費 １,５１４万７千円 

・ 退職被保険者等療養給付費 ２,０１７万９千円 

・ 高額医療費共同事業拠出金 △１,５６５万８千円 

・ 保険財政共同安定化事業拠出金 △３,３３７万７千円 

・ 特定健康診査事業費 △３,３３８万１千円 

《歳入予算》 

・ 療養給付費等負担金 ５,３７３万３千円 

・ 一般会計繰入金 １億４,０６７万１千円 

・ 一般被保険者国民健康保険税 △９,６０７万７千円 

・ 財政調整交付金 △４,４２３万７千円 

・ 療養給付費交付金 △５,６２６万５千円 

議案第２４号   平成２１年度老人保健事業特別会計補正予算第２号 

 歳入歳出それぞれ２,４００万円を減額し、予算の総額を１,２９３万７千円とするもので

す。 

《歳出予算》 

・ 医療給付費 △２,０００万円 

・ 医療費支給費 △４００万円 

《歳入予算》 

・ 医療費交付金 △１,２００万円 

・ 医療費負担金 △８００万円  

議案第２５号 平成２１年度奨学資金貸与事業特別会計補正予算第１号 

歳入歳出歳入歳出それぞれ１４４万円を減額し、予算の総額を６５５万６千円とするもの

です。 

《歳出予算》 
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・ 貸付金 △１４４万円 

《歳入予算》 

・ 貸付金元利収入 △４９万円 

・ 一般会計からの繰入金 △９５万円 

議案第２６号 平成２１年度介護保険事業特別会計補正予算第４号 

歳入歳出それぞれ２,１９６万２千円を追加し、予算の総額を４６億２,２４１万４千円と

するものです。 

《歳出予算》 

・ 居宅介護サービス給付費 １億８４５万２千円 

・ 施設介護サービス給付費 １,８１４万３千円 

・ 介護給付費準備基金積立金 １,２１１万３千円 

・ 介護予防サービス給付費 △４,６７１万２千円 

・ 予備費 △６,１７２万７千円 

《歳入予算》 

・ 県の介護給付費負担金 １,００１万円 

・ 介護給付費繰入金 ９７５万４千円 

・ 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 １,３９４万５千円 

・ 調整交付金 △６５８万３千円 

・ 一般会計繰入金 △１,０５４万９千円  

議案第２７号 平成２１年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算第２号 

 歳入歳出それぞれ２,３６２万５千円を追加し、予算の総額を１５億４,４７４万７千円と

するものです。 

《歳出予算》 

・ 広域連合納付金 ２,３６２万５千円 

《歳入予算》 

・一般会計から繰入れ ２,３６２万５千円 
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議案第２８号 平成２１年度農業集落排水事業特別会計補正予算第３号 

 歳入歳出それぞれ７８１万１千円を減額し、予算の総額を２億２,０７１万３千円とする

ものです。 

《歳出予算》 

・ 農業集落排水施設維持管理費 △７８１万１千円 

《歳入予算》 

・ 農業集落排水事業費分担金 ９８万６千円 

・ 農業集落排水処理施設使用料 ５５０万円 

・ 一般会計からの繰入金 △１,４２９万７千円 

議案第２９号  平成２１年度二日市財産区特別会計補正予算第１号 

 歳入歳出それぞれ４９万９千円を追加し、予算の総額を３４８万円とするものです。 

《歳出予算》 

・ 積立金 ４９万９千円 

《歳入予算》 

・繰越金 ４９万９千円 

議案第３０号 平成２１年度御笠財産区特別会計補正予算第１号 

歳入歳出それぞれ６２万３千円を追加し、予算の総額を４９１万９千円とするものです。 

《歳出予算》 

・ 積立金 ６２万３千円 

《歳入予算》 

・前年度繰越金 ６２万３千円 

議案第３１号  平成２１年度水道事業会計補正予算第３号 

今回の補正の主な内容は、水道料金、水道加入金等及び事業費の確定等により補正を行う

ものです。 

《収益的収支》 

収入総額を１２７万６千円増額し１８億９２２万２千円とし、支出総額を３,１９４万３
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千円減額し１６億７,７４４万２千円とするものです。 

《資本的収支》 

収入総額を１億２,０００万円減額し８,４００万２千円とし、支出総額を１,８１６万２千

円減額し６億１,８６２万９千円とするものです。 

議案第３２号 平成２１年度下水道事業会計補正予算第３号 

今回の補正の主な内容は、下水道使用料、事業費の確定等により補正を行うものです。 

《収益的収支》 

収入総額を６万３千円増額し１９億３,１０６万９千円とし、支出総額を１,４５４万７千

円増額し１８億６,０９９万円とするものです。 

《資本的収支》 

収入総額を２,９１０万円減額し９億８,４４７万２千円とし、支出総額を１,７０９万１千

円減額し１４億５,５９７万９千円とするものです。  

議案第３３号 平成２２年度一般会計予算 

  歳入歳出予算の総額を対前年度比６.８％増の２９３億５,０００万円とするものです。 

《歳出予算》 

・ 総務費 対前年度比２.３％、７,１０２万２千円の増額 

（負担率の増加に伴う職員共済組合負担金、市長・県知事・県議会議員及び 

参議院議員の選挙費用及び国勢調査費用の増など） 

・ 民生費 対前年度比１５.７％、１４億９,１５８万円の増額 

（介護給付費等の増加に伴う障害者自立支援事業費、対象者が増加したことから 

後期高齢者医療事業特別会計への一般会計からの繰出金及び子ども手当の 

支給に伴う扶助費の増など） 

・ 商工費 対前年度比１８.３％、８,３０３万６千円の増額 

（地域活性化商品券発行に伴う商工会への補助金、住宅の改修工事に伴う 

補助金及び緊急雇用創出事業臨時特別事業費の増など） 

・ 土木費 対前年度比１５.３％、４億８,３５９万８千円の増額 
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（ＪＲ二日市駅地区整備事業に伴うＪＲ九州などからの用地買収費用、 

筑紫駅西口土地区画整理事業に伴う移転補償費の増など） 

・ 消防費 対前年度比９％、７,９２３万７千円の増額 

（太宰府消防署の建替などに伴う筑紫野太宰府消防組合負担金の増など） 

・ 教育費 対前年度比１３.３％、４億６,２２９万７千円の減額 

（二日市東小学校耐震化事業費や筑紫小学校増築工事費、 

文化会館補修事業費の減など） 

・ 災害復旧費 対前年度比６５２.３％、１億４,６７９万４千円の増額 

（公共土木施設災害復旧事業費の増など） 

《歳入予算》 

・ 市税 対前年度比１.７％、２億７６０万９千円の増額 

（大規模商業施設の進出、人口の微増・宅地開発に伴う固定資産税の増など） 

・ 国庫支出金 対前年度比５５.１％、１７億３,０７７万８千円の増額 

（子ども手当支給事業、筑紫駅西口土地区画整理事業及び交通結節点改善

事業に伴う補助金の増など） 

・ 県支出金 対前年度比２２.８％、３億３,２５４万３千円の増額 

（子ども手当支給事業や国勢調査事業、県知事・県議会議員及び参議院議員

の選挙に伴う負担金等の増など） 

・ 繰入金 対前年度比５５.４％、５億２,１７６万１千円の減額 

（市税、臨時財政対策債の借入枠の増加に伴う基金の取崩額の減） 

・ 繰越金 対前年度比６３％、３億４,０１２万９千円の減額 

・ 市債 対前年度比２７.８％、５億９,００１万８千円の増額 

（臨時財政対策債、筑紫駅西口土地区画整理事業に伴う地方債借入額の増）  

議案第３４号  平成２２年度国民健康保険事業特別会計予算 

  歳入歳出予算の総額は対前年度比１.２％増の８２億３,４６１万２千円で、保険給付事業

が主なものです。 
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議案第３５号  平成２２年度老人保健事業特別会計予算 

  歳入歳出予算の総額は、対前年度比９４.３％減の１７６万９千円です。 

議案第３６号 平成２２年度住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

  歳入歳出予算の総額は対前年度比０.９％減の１,８８７万６千円で、貸付金の回収や起債

の償還が主なものです。 

議案第３７号  平成２２年度奨学資金貸与事業特別会計予算 

  歳入歳出予算の総額は対前年度比１２.７％減の６９８万２千円で、奨学資金の貸与が主

なものです。 

議案第３８号 平成２２年度介護保険事業特別会計予算 

  歳入歳出予算の総額は対前年度比４.３％増の４７億２,８１０万４千円で、この保険で給

付する費用及びその財源を計上しています。 

議案第３９号 平成２２年度後期高齢者医療事業特別会計予算 

  歳入歳出予算の総額は、対前年度比８.３％増の１６億２,４５８万４千円です。 

議案第４０号 平成２２年度農業集落排水事業特別会計予算 

歳入歳出予算の総額は前年度とほぼ同額の２億２,８９３万４千円で、御笠、阿志岐、平

等寺、吉木及び山口の５処理区の維持管理費用及び事業費の償還金を計上しています。 

議案第４１号 平成２２年度土地取得事業特別会計予算 

歳入歳出予算の総額は対前年度比１.２％減の６億３,８０６万３千円で、土地開発公社先

行取得用地の市への買い戻し及びそれに伴う起債の償還が主なものです。 

議案第４２号 平成２２年度二日市財産区特別会計予算 

 歳入歳出予算の総額は対前年度比１０.４％減の２６７万２千円で、湯町の駐車場の維持

管理費が主なものです。 

議案第４３号  平成２２年度御笠財産区特別会計予算   

 歳入歳出予算の総額は対前年度比１３０.２％増の９８９万１千円で、山林育林事業の経

営が主なものです。 

議案第４４号  平成２２年度平等寺山財産区特別会計予算 
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歳入歳出予算の総額をは対前年度比２２.７％増の１,２７６万２千円で、山林育林事業が

主なものです。 

議案第４５号  平成２２年度水道事業会計予算 

《業務の予定量》 

・ 給水戸数 ３４,４００戸 

・ 年間総給水量 ７,６２８, ㎥５００  

《収益的収支》 

水道事業収益を１７億７,５８８万９千円とし、水道事業費用を１６億９,４７５万円とす

るものです。 

《資本的収支》 

資本的収入を４８０万２千円とし、資本的支出を６億９,９２３万２千円とするものです。 

議案第４６号 平成２２年度下水道事業会計予算 

《業務の予定量》 

・ 排水戸数 ３４,５６９戸 

・ 年間総排水量 ８,０７２,１７４㎥ 

《収益的収支》 

下水道事業収益を１９億４,４３２万３千円とし、下水道事業費用を１８億９,３９５万１

千円とするものです。 

《資本的収支》 

資本的収入を１０億５,８４９万４千円とし、資本的支出を１５億５,１０３万円とするも

のです。 

議案第４７号  国民健康保険税条例の一部改正 

本件は、後期高齢者医療制度創設に伴い、被用者保険の被扶養者が国民健康保険に加入し

た場合の国民健康保険税の２年間の減免期間を当分の間延長するため、条例を改正するもの

です。 

議案第４８号 平成２１年度一般会計補正予算第８号 
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 補正の内容は、平成２１年７月末の九州北部豪雨により被災した山家地区の普通河川小古
こぶん

野
の

川の河川等災害復旧関連事業にかかるもので、事業承認が２月中旬にずれ込み、当初予定

していた年度内の工期が不足することから当該事業予算の一部を翌年度に繰り越すため繰

越明許費を追加するものです。  

 


